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《みんなの北三瓶・・・北三瓶はひとつです》 

令和８年１月２２日  第２００号 

       発行 北三瓶まちづくりセンター 

 

年 頭 の ご 挨 拶 

北三瓶まちづくりセンター長 

亀  谷  惠  隆 

 

新年あけましておめでとうございます。ご家族お揃いで新しい年をお迎えになられたことと思います。 

２年前の挨拶で「新しい年が明け，今年こそ平穏な年になることを願っていた矢先，元日の夕方，石川県能

登地方を中心とする『令和６年能登半島地震』が発生しました。「地震は時と場所を選ばない」とは言うもの

の，大きな被害が発生し，沢山の犠牲者，けが人，行方不明者そして倒壊した家屋や火災，ライフラインの崩

壊などの報道を見聞きすると本当に心が痛みます。一日も早い復旧を願うばかりです。」と記載しましたが，

先日１月６日午前，安来市を震源とする地震が起こり，鳥取県西部及び島根県東部にお住いの方々には，新

年早々大変な思いをされたことを心からお見舞い申し上げます。大きな人身災害がなかったことは不幸中の

幸いであったように思いますが，自然の威力には我々人間は何もできないことを痛感させられました。 

さて，「少子・高齢化」という言葉が定着して幾久しく経過しました。改めてその要因を考えてみると，「少

子化」は，晩婚化・非婚化の進行，経済的不安（教育費や収入の不安定さ），仕事と育児の両立の難しさなど

が挙げられます。「高齢化」は，医療技術の進歩や公衆衛生の向上により，世界最高水準の平均寿命が維持さ

れていることによります。 

かつてのこの地区も含めた農山村地域においては，家を守り，田畑を守り，先祖を守ることが当然であり，

誰かがその家を継ぐことが必須の考え方でありました。しかしながら，「団塊の世代」

（あえてこういう表現をさせていただくことをお許しください。）の方々が社会に出

られた頃（いわゆる高度経済成長期）においては，その考え方はだんだんと崩れはじ

め，人々は都会々々へと流れていき，日本の大部分を占める地域において人口減少に

歯止めがつかなくなっていきました。当北三瓶地区においてもこの状況は顕著であり，

人口減少に伴う地域組織（自治会を始めとする組織等）の脆弱化・縮小化，農業担い

手不足による労働力の低下などなど，ネガティブな傾向は益々増大しつつあります。 

そんな状況下で，われわれはどのように地域を守っていけばいいのでしょうか。自

主防災組織や鳥獣害対策組織は，地域住民皆様の協力によりまずまずの成果を上げつ

つありますが，これらを持続していくのはだんだんと困難になってくることは目に見

えています。今一度，自分には何ができるか，何をすべきか，一人ひとりが真剣に考

えなくてはいけない時期が来ていることには間違いないと考えます。 

北三瓶まちづくりセンターとしては，様々な課題解決に向けて邁進し，この北三瓶

地区が元気な地域になるよう，みんなでがんばりたいと切に希望する限りです。そし

て，北三瓶地区住民の皆様の積極的な協力をお願いし，新年の挨拶と致します。

 

 

 

 

 

ステキな門松をありがとうございました 

山口町新柄自治会の山本敏子さん作。

玄関前に飾らせていただきました。 

北三瓶 

イルミネーション 



2 

 

大田市消防本部からの重要なお知らせ 

 

令和８年１月１日から林野火災注意報・警報の運用が開始 

 

 令和７年２月２６日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、令和８年１月１日から

林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。 

 １月から５月までの期間において、大田市の気象状況により林野火災の発生危険度が高くなった場合

に、「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令され、「火の使用の制限」がかかります。 

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について 

（１）山林、原野等において火入れをしないこと。 

（２）煙火（花火）を消費しないこと。 

（３）屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

（４）屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

（５）残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

 

林野火災注意報・警報の発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について 

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。一方で、

林野火災警報は義務を課していますので、違反した者に対して３０万円以下の罰金又は拘留に処することが消

防法で定められています。 

 

林野火災注意報・警報発令の周知、広報について 

 音声告知放送、大田市防災メール、大田市公式 LINE、大田市ホームページなどにより行います。 

 

焚火などの届け出：最寄りの消防署へ届け出て下さい。（電話連絡も可） 

大田市消防本部 予防課 TEL :0854-82-0650  FAX :0854-82-6570 

 

不審な電話に注意‼ 

島根県内の固定電話に、大手通信事業者を名乗り、 

「今後、ＡＩによる地震発生情報を希望の方は１番を押してください」  

といった音声ガイダンスの電話がかかっています。 

この電話は、今後、地震に便乗した詐欺や悪質商法に発展する可能性があります。地震等の災害が発生

した際には、こうした電話が多発する傾向にありますので、十分注意してください。  

災害に便乗した不審な訪問等があれば、最寄りの警察署若しくは♯９１１０に

ご相談ください。 

～島根県警みこぴー安全メール～ より 

 

また、別の不審電話が固定電話にかかっています。 

・相手先はＮＴＴドコモを名乗る自動音声電話です。 

 「回線異常のため２時間後に回線を切断する」 

 「確認のためダイアルキー１を押してください」など話しますが、相手にせず電話を切りましょう。 
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スマホ・パソコン教室 

 

 1月は、昨年１２月の「広報おおだ」で紹介されて

いた大田市公式 LINEを登録しました。 

以下、「広報おおだ」より抜粋。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

その他に、詐欺に関する注意喚起が講師からありました。 

  

NTT 東日本と NTT 西日本は 2026 年 4 月 1 日利用分からメタル（銅）回線を使う固定電話の回線

使用料（基本料）を値上げすると発表しました。住宅用で月 220 円、事務用で月 330 円上がります。

加入電話はメタル回線の老朽化や利用減少が進んでおり、両社は 2035 年度までに順次切り替えてい

く方針だそうです。～NTT 東日本と NTT 西日本の公式発表を踏まえた記事より抜粋～ 

 

 これを利用した詐欺が出てきているようです。NTT を装い、電話料金や基本料金が安くなることを

強調し、強引な契約を迫ることがあります。勧誘電話を受けたり契約を勧められたら、一度話を保留

にして、公式サイトや書面で連絡先を確認してから応対することをおすすめします。 
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情報いろいろ 

（問い合わせ/申し込み：北三瓶まちセン 0854-86-0478） 

防災講演会  

「今すぐ出来る 災害への備え」 

 

 令和８年 １月２５日（日） 午前１０時～午前１１時 

 

 講師：幸村卓己 氏（元 大田市消防本部消防長 、現 大田市役所危機管理課安全防災主任係） 

  

阪神・淡路大震災など全国の被災地での現場経験を踏まえた貴重なお話を聞きます。 

 

参加申し込みは不要。   主催：北三瓶自主防災会 

 

 

住民税申告相談のお知らせ 

   令和８年 ２月５日（木） 午前９時３０分～午前１１時 

 

    場所： 北三瓶まちづくりセンター ※必要な書類をそろえて、お越し下さい。 

 

     

 

三瓶町志学地区からのお知らせ 


